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   九州大学稲盛財団記念館規則 

平成２１年度九大規則第２２号 

制  定：平成２１年 ９月３０日 

最終改正：令和 ４年 ３月３１日 

（令和３年度九大規則第１２０号） 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、九州大学稲盛財団記念館（以下「記念館」という。）の管理運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 記念館は、九州大学（以下「本学」という。）が世界中の人が集い交流を深めながら人類

と社会の進歩発展に貢献するための「知の新世紀を拓く」新しい教育研究拠点（安心・安全な

社会に欠かせないエネルギー、環境、情報通信などの最先端技術の創成を通して、人と技術の

調和及び心と技術の調和に貢献する研究機関）として、地域社会はもとより、国際社会に向け

て、２１世紀の更なる学術・研究の発展に真に貢献し、科学の発展と人類の精神的深化のバラ

ンスのとれた社会の実現に寄与する活動を支援することを目的とする。 

 （館長） 

第３条 記念館に、管理運営責任者として館長を置く。 

２ 館長は、理事、副学長及び副理事のうちから総長が指名する者をもって充てる。 

 （名誉館長） 

第４条 総長は、記念館の設置等に関し、特に功労のあった者に対し、名誉館長の称号を授与す

ることができる。 

 （審議機関） 

第５条 記念館に、稲盛財団記念館管理運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 (1) 次条に規定する施設の使用に係る公募に関する事項 

 (2) 記念館の使用許可、許可内容の変更、許可の取消等に関する事項 

 (3) その他記念館の管理運営に関する事項 

３ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 館長 

 (2) 総長が指名する理事 ２名 

 (3) 総務部長 

 (4) 財務部長 

４ 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。 

５ 委員長は、委員会を主宰する。 

 （施設） 

第６条 記念館に、稲盛ホール、サロン等（以下「施設」という。）を置く。 

 （使用の範囲及び許可） 

第７条 記念館は、第２条の目的の範囲内で、本学関係者、本学と連携・協力する学外関係者及

び一般市民の使用に供するものとする。 

２ 記念館の施設のうち、使用細則で定める施設の使用にあたっては、あらかじめ館長の許可を

受けなければならない。 

３ 前項の規定により、当該施設を使用できる者は、次に掲げる者とする。 

(1) 本学の職員及び学生 

(2) 本学の職員経験者 

(3) 本学の卒業生 

(4) 本学と連携・協力する学外関係者 
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(5) その他館長が適当と認めた者 

 （適正使用） 

第８条  記念館の使用に当たっては、記念館の目的に沿って適正に使用しなければならない。 

２ 館長は、記念館を使用する者が、この規則等及び許可条件に違反したときは、当該許可を取

り消し、又は使用を中止させることができる。 

 （使用時間等） 

第９条 記念館の施設の使用時間、休業日等については、使用細則で定める。 

 （使用料） 

第１０条 記念館を使用する者は、使用料金規程で定めるところにより使用料を納付しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、本学における公的行事など館長が適当と認める場合には、無償で

使用させることができる。 

 （損害賠償） 

第１１条  記念館を使用する者は、その責に帰すべき事由により記念館の施設、設備、備品等を

滅失、破損又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならな

い。 

 （事務） 

第１２条  記念館の管理運営に関する事務は、財務部資産活用課において処理する。 

 （雑則） 

第１３条  この規則に定めるもののほか、記念館の管理運営に関し必要な事項は、使用細則で定

める。 

   附 則 

 この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。 

      附 則（平成２１年度九大規則第３５号） 

 この規則は、平成２１年１０月２６日から施行する。 

      附 則（平成２１年度九大規則第４５号） 

 この規則は、平成２１年１１月１日から施行する。 

      附 則（平成２１年度九大規則第１１０号） 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年度九大規則第２６号） 

 この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年度九大規則第１０８号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年度九大規則第３４号） 

 この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年度九大規則第１０５号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年度九大規則第９５号） 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年度九大規則第１１４号） 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年度九大規則第１２０号） 

 この規則は、令和４年１月１日から施行する。ただし、改正後の九州大学稲盛財団記念館規則

第６条の規定については、令和３年１０月１日から適用する。 


